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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オートバイ（１）による横滑り運転練習用持上器（２）であって、
　支持車輪（５ａ～ｃ）を有する支持部（３）と、
　前記オートバイの前輪（４）が第１の回転軸（７）周りを回転できるように、前記前輪
（４）に取り付け可能な持上部（６）であって、さらに、前記支持部（３）に対して上げ
下げ可能である持上部（６）と、を備え、
　前記持上部（６）は、基本的に、前記前輪（４）が移動する方向に拡張する第２の回転
軸（１３）周りを回転可能である、持上器（２）。
【請求項２】
　前記第２の回転軸（１３）は、前記支持車輪（５ａ～ｃ）の上端より下に配置される、
請求項１に記載の持上器（２）。
【請求項３】
　前記第２の回転軸（１３）は、前記支持車輪（５ａ～ｃ）の回転軸より下に配置される
、請求項２に記載の持上器。
【請求項４】
　前記第２の回転軸（１３）は、前記支持車輪（５ａ～ｃ）の回転軸より下に配置される
、請求項１に記載の持上器（２）。
【請求項５】
　前記支持部（３）は前記前輪（４）を受ける支持部（３）によって構成される、請求項
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１に記載の持上器（２）。
【請求項６】
　前記支持車輪（５ａ～ｃ）は前記支持部（３）より上方に拡張する支持車輪保持具（１
１ａ～ｃ）に装着される、請求項５に記載の持上器（２）。
【請求項７】
　前記第２の回転軸（１３）は前記支持部（３）より下に配置される、請求項１に記載の
持上器（２）。
【請求項８】
　前記第１の回転軸（７）および前記第２の回転軸（１３）は実質的に互いに垂直である
、請求項１に記載の持上器（２）。
【請求項９】
　３つの支持車輪（５ａ～ｂ）を備える持上器（２）であって、３つの支持車輪（５ａ～
ｂ）は、２つの後部支持車輪（５ａ）および１つの前部支持車輪（５ｂ）からなり、
　前記支持部（３）は、基本的に矩形である支持部（３）によって構成され、支持部（３
）は矩形開口部を有し、矩形開口部を通って前記オートバイ（１）の前記前輪（４）が拡
張し、
　前記３つの支持車輪（５ａ～ｂ）は、それぞれ回転可能な垂直軸に装着され、それによ
って、前記３つの支持車輪（５ａ～ｂ）を任意の所定の方向に向けることができ、
　前支柱（９）および後支柱（８）をさらに備え、前記前支柱（９）および前記後支柱（
８）は、前記持上部（６）を前記支持部（３）に傾倒可能に結合し、前記オートバイ（１
）のどちら側にも曲がることができ、それによって、前記前輪（４）は左右それぞれに曲
がることができ、
　前記前支柱（９）は油圧シリンダ（１０）によって構成され、前記油圧シリンダ（１０
）が完全に拡張される場合、接地圧は主に前記３つの支持車輪（５ａ～ｂ）によって加え
られ、前記オートバイは摩擦が低いかのように反応する、請求項１に記載の持上器（２）
。
【請求項１０】
　前支柱（８）および後支柱（９）を備え、前記前支柱（８）および前記後支柱（９）は
、前記持上部（６）を前記支持部（３）に傾倒可能に結合し、前記オートバイ（１）のど
ちら側にも曲がることができ、それによって、前記前輪（４）は左右それぞれに曲がるこ
とができ、
　前記前支柱（９）は油圧シリンダ（１０）によって構成され、前記油圧シリンダ（１０
）が完全に拡張される場合、接地圧は主に前記３つの支持車輪（５ａ～ｂ）によって加え
られ、前記オートバイは摩擦が低いかのように反応する、請求項１に記載の持上器（２）
。
【請求項１１】
　　前記持上部（６）は前記支持部（３）に装着され、前記第１の回転軸（７）に対して
実質的に平行方向に、左右に動かされる、請求項１に記載の持上器（２）。
【請求項１２】
　オートバイ（１）による横滑り運転練習用装置であって、
　前記オートバイが倒れないようにする一対の支持物（１２ａ～ｂ）と、
　支持車輪（５ａ～ｃ）を有する支持部（３）と、前記オートバイ（１）の前輪（４）が
第１の回転軸（７）周りを回転できるように、前記前輪（４）に取り付け可能な持上部（
６）であって、さらに、前記支持部（３）に対して上げ下げ可能である持上部（６）と、
を備える持上器（２）と、を備え、
　前記持上部（６）は、基本的に、前記前輪（４）が移動する方向に拡張する第２の回転
軸（１３）周りを回転可能である、横滑り運転練習用装置。
【請求項１３】
　前記支持物（１２ａ～ｂ）は、前記支持物（１２ａ～ｂ）がローラ（１５）の両端それ
ぞれにおいて、地表上を回転して行くことを可能にするローラ（１５）をそれぞれ備える
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、請求項１２に記載の横滑り運転練習用装置。
【請求項１４】
　前記支持部（３）は、基本的に矩形である支持部（３）によって構成され、支持部（３
）は矩形開口部を有し、矩形開口部を通って前記オートバイ（１）の前記前輪（４）が拡
張し、
　それぞれ前記支持部（３）の隅に取り付けられる４つの支持車輪（５ａ～ｃ）を備え、
　前記第２の回転軸（１３）は前記支持部（３）の下側に配置される、請求項１２に記載
の横滑り運転練習用装置。
【請求項１５】
　前記持上部（６）は前記支持部（３）に装着され、前記第１の回転軸（７）に対して実
質的に平行方向に、左右に動かされる、請求項１２に記載の横滑り運転練習用装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、独立請求項の導入部分による、オートバイによる横滑り練習用持上器、およ
びこのような持上器を備える装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車で横滑り運転練習中、その車両をいくらか持ち上げる持上器を使用して、車両の車輪
と地面との圧力を減らすようにすることが多い。当該持上器は、いずれの方向においても
、つまり、正に滑りやすい路面状態の場合の動きのように、車両の車輪が向いているある
方向以外の方向においても車両が回転して行くことができるようにするキャスターを有す
る。四輪車両は主に地面に平行に移動し、それによってこのような持上器は良好に動作す
る。
【０００３】
　しかしながら、オートバイおよび他の二輪車両はカーブでは傾き、このため、滑りやす
い路面状態においてカーブを運転する場合のオートバイの実際の動きを模倣しないように
動かすために、このような持上器をオートバイに装着させる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って、本発明の目的は、滑りやすい路面におけるカーブを運転中のオートバイの動き
をより綿密に模倣する、オートバイによる横滑り運転練習用持上器、およびこのような持
上器を備える装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　これらの目的およびその他の目的は、独立請求項の特徴部分による、オートバイによる
横滑り運転練習用持上器、およびこのような持上器を備える装置によって達成される。
【０００６】
　本発明は、支持車輪５ａ～ｃを有する支持部３と、持上部６とを備える、オートバイに
よる横滑り運転練習用持上器２に関する。持上部６は、オートバイの前輪が第１の回転軸
周りを回転できるように、当該前輪に取り付け可能である。持上部は、支持部に対して上
げ下げ可能である。持上部は、基本的に、前輪が移動する方向に拡張する第２の回転軸周
りを回転可能であり、有利には、オートバイがカーブで横に傾く時に持上器を使用できる
ようにする。
【０００７】
　特に有利な実施形態において、持上器の第２の回転軸は、支持車輪の上端より下に、ま
たは、さらにより有利には、支持車輪の回転軸より下に配置される。これは、例えば、支
持部３が前輪を受ける支持フレーム３によって構成される場合、および、支持車輪５ａ～
ｃが、支持フレーム３より上方に拡張する支持車輪保持具１１ａ～ｃに装着される場合、
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実現可能である。
【０００８】
　本発明はさらに、オートバイが倒れないようにする一対の支持物１２ａ～ｂと、このよ
うな持上器２とを備える、オートバイによる横滑り運転練習用装置に関する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】横滑り運転練習用持上器の第１の実施形態におけるオートバイを示す図である。
【図２】横滑り運転練習用持上器の第２の実施形態におけるオートバイを示す図である。
【図３】正面から見た場合の、持上器の第１の実施形態における、左に向けたオートバイ
の前輪を示す図である。
【図４】正面から見た場合の、持上器の第１の実施形態における、右に向けたオートバイ
の前輪を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１は、横滑り運転練習用持上器２の第１の実施形態におけるオートバイ１を示す。持
上器は、支持フレーム３を使用して造られた三輪カートによって構成される。フレーム３
は基本的に矩形であり、矩形開口部を有し、ここを通ってオートバイの前輪４が地面の方
へ拡張する。フレームは、後端５ａにおいて２つの支持車輪を有し、その２つのうちの１
つのみが本図において可視である。当該フレームはさらに、前端において支持車輪５ｂを
有する。それら車輪は、回転可能な垂直軸に装着され、それによって、それらの車輪を任
意の所定の方向に向けることができ、横滑り中にオートバイの前輪が地面の上で横へ滑動
し始めない限り、当該前輪の移動方向に追従することができる。
【００１１】
　オートバイの前輪４は、持上フレーム６に装着され、持上フレームの中心軸７に回転可
能に取り付けられる。前輪４は、持上フレームの内側に配置され、持上フレーム内で自由
に回転可能とされる。持上フレームは、２つの傾倒可能な支柱、後支柱８および前支柱９
を使用して支持フレームより上に取り付けられる。支柱８、９双方はそれぞれ、支持フレ
ームの後および前クロスビームに傾倒可能に取り付けられ、車両のどちら側にも曲がるこ
とができ、それによって、前輪は左右それぞれに曲がることができる。
【００１２】
　前支柱９は、油圧油を使用して伸縮可能なシリンダ１０によって構成される。当該シリ
ンダが拡張される場合、前輪が持ち上げられるが、地表より上に持ち上げることは意図さ
れず、滑りやすい状態を模倣するためにより小さい圧力かより大きい圧力で前輪を地表に
合わせるだけである。シリンダが短い状態の場合、前輪を、一般に地面に加えられるであ
ろう全圧によって地表に合わせる。シリンダが完全に拡張される場合、前輪は地面にほと
んど何の圧力も加えず、３つの支持車輪５ａ～ｂによって全圧が加えられる。これらの車
輪をいずれの方向にも自由に向けることができるため、オートバイは摩擦が非常に低いか
のように動くことになる。
【００１３】
　地表が水平であると仮定した場合、四輪全てが一般にほぼ水平である回転軸の方向にあ
るであろう、四輪車両とは対照的に、オートバイは実質的に横に傾く場合がある。前輪を
固定距離で持ち上げる持上器を使用して、オートバイの前輪は、横に傾いた状態で車輪が
直立しているかどうかによって、様々な度合いの圧力を地面に加えていたことになる。本
発明による持上器は、どちらの側の方へも傾いた状態で前輪が直立しているかどうかにか
かわらず、地面に対してほぼ一定圧力を保つ。これは、地表に非常に近い位置で、支持フ
レーム３に傾倒可能に取り付けられた支柱８、９によって実現される。支持フレームは、
支持車輪５ａ、ｂの高さよりも地表に近接して配置されるが、これは、支持フレームから
上に拡張する支持車輪保持具１１に取り付けられた支持車輪によって実現される。
【００１４】
　支持フレームを、制御の程度によって、シリンダ１０によって昇降させる。シリンダは
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、オートバイのハンドル上の制御ユニットから制御され、制御信号は、制御ケーブル１４
を介してシリンダに到達する。
【００１５】
　図２は、横滑り運転練習用持上器の第２の実施形態におけるオートバイを示す。第２の
実施形態は四輪を取り付けたもので、４つの支持車輪５ａ～ｃのうちの３つが本図におい
て可視である。これら支持車輪のうちの２つは、支持フレームの後ろの隅に取り付けられ
、あとの２つは支持フレームの前の隅に取り付けられる。オートバイ１の前輪は、第１の
実施形態に対応するように、ハンドル上の制御装置を使用して持ち上げ可能である持上フ
レーム６の回転軸に回転可能に取り付けられる。
【００１６】
　支持車輪は支持フレームの下側に取り付けられ、支柱がその周りを回転することができ
る軸１３は、支持フレームの下側より下に配置される。この解決策によって、支持車輪の
軸より下に軸１３が据えられるため、地表より２センチメートルだけ上に軸１３が位置付
けられる。第１の実施形態における設計は異なるが、結果は同じであり、すなわち、持上
フレーム及び、支持車輪は、前輪の進行方向において地表に非常に近接して拡張する回転
軸周りを回転する。
【００１７】
　第２の実施形態はさらに、オートバイが倒れないようにする２つの支持物１２ａ、ｂを
備える。当該支持物は、オートバイの下部の中心から拡張し、オートバイが倒れないよう
にするために通常の支持物よりも実質的に長い。支持物の端部には、さらに、オートバイ
が拡張した支持物によって前に回転して行くことを可能にするローラ１５がある。持上器
を高く持ち上げる場合、前輪は地面から上昇し、横に滑動可能となり、前輪を倒れさせる
。支持物は主に、オートバイが倒れないようにすることを目的とする。
【００１８】
　図３および４は、正面から見た場合の、持上器の第１の実施形態に装着した、オートバ
イの前輪を示す。図３において、前輪は本図の左に、すなわち、オートバイが右に向く場
合に向けられるであろう方向に向けられており、一方、図４において、前輪は本図の右に
、すなわち、オートバイが左に向く場合に向けられるであろう方向に向けられている。こ
れらの図は、持上器をより詳細に例示しており、持上器がカーブにおいてどのように動作
するのかを示している。
【００１９】
　閲覧者に最も近接するこれらの図の正面において、前支持車輪保持具１１の下側に取り
付けられた前支持車輪５ｂが可視であり、前支持車輪保持具１１は支持フレーム３上方に
拡張する。後支持車輪１１ａ、ｃ双方はそれぞれ、支持フレームの左右両側において当該
フレームの外側に配置される。後支持車輪も、支持フレーム３上方に拡張し、かつ、支持
フレームから外側に拡張する支持車輪保持具１１ａ上に配置される。
【００２０】
　オートバイの前輪は、持上フレーム６および支持フレーム３を通して下方に拡張する。
前輪は、持上フレームにおける前輪の回転軸に回転可能に取り付けられるため、この位置
で維持される。持上フレームは、制御可能な油圧シリンダ１０を使用して支持フレームに
対して選択された高さで維持される。地表に非常に近接した支持フレームに合わせた回転
軸周りを、支持フレームに対して横に、シリンダを曲げることができる。これは、前輪が
曲がる角度にほとんど依存しない圧力で前輪が路面に合わせられることを意味する。
【００２１】
　開示された実施形態は油圧シリンダ１０を示すが、これらは、空気圧シリンダ、リニア
モータ、または任意の他の制御可能な並進器ユニットと置換可能であることは明らかであ
る。本発明は、オートバイで使用される場合について本明細書において記載されているが
、カーブを運転する場合に実質的に傾く、任意の他の二輪車両、または任意の他のタイプ
の車両で使用可能であることは明らかである。簡略化するために、これらのタイプの車両
全てはオートバイの概念において本明細書に含まれる。
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